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、

「

農
業」

に
は
、
普
通
農
業
.
蠶
絲
業
•
茶

業

•
畜
產
業 

が
含
ま
れ
、「

其
ノ
他」

に
は
、
測
候
所
•
共
進
會
品
評
會
•
報
吿
及 

統

訐
•
其
他
が
含
ま
れ
で
ゐ
る
。
何
れ
も
計
上
單
位
以
下
は
切
捨
。

(

註
八)

こ
れ
は
、
山
林
經
營
を
分
擔
す
る
人
々
乃
至
常
雇
な
る
名
稱 

k

總
括
さ
れ
る
山
林
勞
働
者
と
、
山
林
所
有
者
と
の
關
係
の
中
に
、
 

現
在
で
も
、
隨
所
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。

三
田
學
會
雑
誌
、
第 

四
七
卷
、

一
•
ニ
號
、

r

私
有
林
に
關
す
る
試
論」

參
照
。

ニ

森
林
法
改
芷
の
主
旨
に
從
へ
ば
、
森
林
組
合
に
は
、
少
く
と
も
、
ニ
樣 

の
役
割
が
冠
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

一
っ
は
、
林
木
商
品
化
促
進 

策
と
し
て
の
、

は
、
商
品
的
山
林
U
美
林
造
出
の
基
本
的
組
織
と
し
て 

の
そ
抓
"
”
あ
る
。
こ
の
雨
者
は
、
森
林
組
合
と
こ
れ
に
類
似
す
る
先
驅
的 

諸
組
織
と
を
分
っ
指
標
と
も
み
ら
れ
.る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
雨
者
と
^
も
、
 

森
林
組
合
に
於
て
有
し
た
現
實
的
な
比
重
は
、.
必
げ
し
も
同
一
で
は
な
か 

っ
.
.た
。
何
故
な
ら
ば
、
森
林
法
は
、
そ
の
第
六
一
f

p
於
て
、
設
立
さ
る 

ベ
き
森
材
組
合
を
保
護
.
土

工
•
造

林

•
施
業
の
四
種
類
に
限
定
し
た
ば 

か
り
で
な
く
、
更
に
、
所
謂「

强
制
加
入」

の
制
を
採
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
 

森
林
組
合
の
性
格
に
著
し
い
偏
向
を
加
へ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
 

森
林
組
合
が
、へ
林
野
行
政—

こ
れ
は
、
商
品
的
山
林
の
造
出
を
基
軸
と
す 

る
も
の
で
あ
る
丨

遂
行
の
下
部
組
織
と
化
す
に
至
つ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で 

も
な
い
。
從
っ
て
、
森
林
組
合Q

硏
究
は
、
そ
の
變
質
過
程
に
卽
應
し
っ

.

■

六

七

；

1

し

I§

1
i
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六

八

(

六
五
四)

■
,
林
ノ
總
面
積
ノ
三
分
ノ
ニ
以
上
ナ
ル
コ
ト
.，

';
第
六
七
條
森
林
組
合
成
立
ゾ
，タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
負
タ
ル
資
格
ヲ
苻
ス
‘ 

ル
渚
.ハ
總
テ
組
合
員
ト
ス
但
シ
命
令
又
'ノ

定
款
ニ
於
テ
加
入
ノ
義
務 

ナ
シ
ト
{疋
メ
タ
ル
者
入
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ス 

と
こ
ろ
で
、
.ま
づ
.、
第
六
六
條
に
就
て
い
へ
ば
、
こ
の
條
文
は
、

m 

.に
、
森
双
砠
合
設
立
の
必
要
條
件
を
規|

れ
た
も
の
で
あ
る
と
說
か
れ
て 

來
⑶
で
然
し
、
我
が
國
に
於
け
る
私
有
林
の
所
有
狀
況
が
、
假
り
に
、
次 

表
の
如
く
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
第
六
六
條
は
、
森
林
組
合
成
立
の 

成
否
を
、
比
較
的
大
面
積
を
持
づ
ー
部
山
^
»
有
渚
の
向
背
に
賭
け
る
結 

果
を
招
い
た
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
ぅ
か
。

「

第
四
表
•
大
正
一
三
年
：(

一
九
ニ
四
£

.に
於
け
る
私
有
林
の
所
狩 

面
積
別
統
計
表j 

. 

’

^
^
-
^
11^

^

 ̂

竦

簿 

| 

| 
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-
-
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-
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-

-
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-
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-

-
一.

哉

！
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¥

 
律

昼

_
|」

.
.
.
V

 

; 

!

一
 i

S

學

.#
雑誌第四

.十
七
.卷
.
.第

六

號

;■
-

パ 

> 
1

-
• 

- 

.

.

.

.
•

.

.>,:こ
れ
が
.成
聚
を
檢
討
す
る
.こ
と
に
あ
.る
と
い
ふ
.こ
.と
が
出
來
る
で
あ
', 

ら
ぅ
, 

• 

,

扨
て
、
森
薇
合
の
設
立
に
常
り
、
,山
林
所
有
者
の
現
況—

所
有
形
態 

粒
に
經
營
方
式
等
^

~
に
對
す
.る
1̂
變
が
豫
定
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と 

は
、
森
林
法
改
芷
の
審
議
^
料
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と 

は
' 

森
i

合
の
企
圖
が
、
現
在
の
山
林
經
營
を
そ
の
ま
\
の
規
模
で
振 

興
す
る
.こ
と
に
置
か
れ
て
ゐ
た
一
證
左
と
看
做
す
こ
と
が
出
來
る
。
そ
れ 

故
、：
森
：̂

合
は
、
.
Mt
J
'
X
Jし
て
、
森
林
法
第
六
ニ
.條
の
目
的
に
賛
成
す 

る
3
林
所
有
者
の
發
意
に
ょ
り
、所
定
の
手
續
を
經
て
自
珀
に
設
立
さ
れ
、
 

從
っ
て
、
そ
れ
へ
ひ
參
加
も
亦
、
純
然
た
る
自
rj
-
:
i意
志
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ 

た
辔
で
あ
る
。

こ
の
限
り
に
於
て
、
森
紳
法
第
六
ニ
條
.

(

以
下
、
単
に
、

第
何
條
と
略
稱
す
るo

は
、

一
_

の
山
秫
rf
f
有
者
に
と
っ
て
、
制
約
的
條 

項
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
、
尚
生
的
發
歴
へ
の
契
機
と
も
な
り
得
る
可

■ 

能
蚀
を
含
ん
で
ゐ
た
と
解
し
て
差
支
へ
.な
い
。
乍
然
、
第

六

六

•
七
條
に 

ょ
っ
て
、
第
六
ニ
條
に
關
す
る
右
の
解
釋
は
ー
變
し
、
同
時
に
、
森
林
組 

合
の
牲
格
も
急
激
な
變
貌
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
第
六
六
•
七
條
こ 

そ
、
さ
き
に
述
べ
た「

强
㈣

加
入
㈣
罾」

の
法
的
根
據
を
形
成
す
る
も
の
.
 

で
あ
っ
て
、
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

.

第
六
六

條
.
森
林
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
.
そ
ハ
左
ノ 

■
#

ヲ
具
備

ス

ル

コ

ト 

'

ヲ
要
ス
 

I

 

.

一
組
合
員
タ
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
三
分
ノ
ニ
以
上
ノ
同
意
ァ
ル

コ
ト

一
一
前
號
㈣

M
者
ノ
rf
f
豸
ス
ル
森
林
ノ
面
賴
力
地
區
內
一
一
於
ケ
ル
森

i 

fi- 
.
 

_! 4,612,1

0021 

100 

| 

.9,677

一
 

100 j

(

独

)

本
表
は
、
林
野
廳
調
杳
課
編

•

林
業
統
計
驳
覽
こ

七
頁
に
據
る
。

 

換
言
.す
れ
ば
、
.
抽
象
的
規
程
た
る
第
六
六
條
の
背
後
に
は
、
.森
林
紐
合
の 

死
命
を
制
す
る
大
山
林

所
有
表
f

相
對
的
意
味
に
於
け
る
ー
の
現
實
的
な 

役
割
が
、
旣
定
の
事
實
と
し
て
横
は
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
若

.
 

し
も
、
こ
の
見
解
に
し
て
ー
止
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
第
六
六
條
の
意
義
は 

森
林
組
合
の
巾
双
に

大
山
林

所
街
者
を
措
萣
し
、'

こ
れ
を
通
じ
て
、

i

 

.
行
政
の
圓
消
化
を
針
ら
ん
と
す
る
林
-©
常
周
の
意
圖
を
法
文
化
し
たー

假

.

•

令
、
間
接
的
で
あ
る
に
せ
よー

點
に
あ
る
、
と
い
は
な
け
れ
ば
な
.ら
な 

•̂
":
^

意
味
に
於
て
.、
第
六
六
條
は
、
後
に
沅
さ
れ
る
大
山
林
所
有
渚 

•

援
護
H
小
山
林
所
有
渚
從
屬
化
の
伏
線
的
條
項
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ 

る
。

'
'

次
に
、
第
六
七
條
に
關
し
て
い
へ
ば
、
こ
の
條
填
が
、
森
紳
組
合
に
對 

す
る
一
般
山
林
所
有
者
の
.
Ef:
f
H意
志
を
大
幅
に
制
限
し
た
事
實
を
鐃
つ
■

て
、
幾
多
の
解
釋
が
行
は
れ
て
來
た
。
次
に
、
そ
の
代
表
的
見
解
を
揭
げ
べ 

や
ぅ
。
固
ち
、

j

つ
は
、
極
端
に
小
規
模
な
森
林
組
合
丨
特
に
、.
也
括
す 

ぺ
き
林
將
面
秘
に
於
て
丨
の
.濫
立
を
肌
止
す
る
爲
の
描
置
で
あ
る
，と
，

み
.

，

る
、
謂
は
ば
、
政
策
技
術
的
な
見
解
で
あ
へI

。
|

は
、

「

森
秫
組
合
の
目 

的
自
身
が
組
合
員
の
個
人
的
0

fu
h
の
獲
得
を
主
眼
と
す
る
と
い
ふ
よ
り
寧 

ろj

定
地
域
內
の
淼
林
め
彼
術
的
經
營
促
進
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る 

.
點
よ
り
鑑
み
て…

…

森
林
組
合
は
個
人
的
利
益
を
追
求
す
る
た
め
の
經
營
.
 

駔
_

で
あ
る
よ
り
も
先
に
、
金
體
主
義
的
公
共
利
害
を
重
視
し
、
森
林
所

林

業

史

硏

究

0
.
0

有
者
の
經
濟
的
利
益
よ
り
も
森
林
そ
の
も
の
の
改
莨
を
目
標
と
す
る
も
の 

で
あ
っ
て
、
從
っ
て
そ
の
設
立
も
.̂

ム
ロ
鼠
の
出
發
的
意
志
に
1'
る
と
い
ふ 

:

よ
り
も
爲
政
者
に
よ
っ
て
與
へ
ら
れ
る
と

沄
ふ
の

が
妥
常
し
匕
|
"
= 

•

ハ^'
點 

筆
.衆)

と
す
る
森
林
組
合
諭
で
あ
る
。
然
し
、
娲
奢
の
現
段
階
的
意
義
に
.
 

つ
い
て
は
、
多
く
を
語
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
我
々
に
と
つ
て 

重
要
な
問
題
は
、

「
(

森
林
！
筆
者
註)

組
合
の
.設
立
に
便
{且
を
興
へ
之
が 

發
展
を
爲
さ
し
め
ん」

爲
に
は
、「

森
林
組
合
の
組
織
は
民
法
上
の
事
孭
た 

るg

き」

こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
何
故
、
.「

特
に
强
制
加
入
の
方
法
を 

定
め」

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
.か
、
と
い
ふ
：こ
と
.で
あ
る
。

こ
、
で
我
々
は 

各
種
森
林
組
合
のE

的
と
性
格
、
竝
に
、
.大
山
林
所
有
者
優
遇
策
の
具
體 

的
內
容
を
振
返
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.

さ
き
.に
述
叫
ぬ
淼
林
組
合
の
名
稱
は
、
何
れ
も
、
森
林
組
合
模
範
定
款' 

(

明
治
四U

ヰ
六
月
ニ
七
H

，
官
報)

に
據
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
^

社
れ 

に
ぱ
、
失
.々

の
性
格
が
次
の
如
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
卽
ち
、

㈠
施
業
森
林
組
合
と
は
、
共
有
森
林
の
各
共
荷
者
が
協
同
し
て
主
伐
收
益
，
 

其
の
他
一
切
の
施
業
を
爲
す
も
の
で
あ
り
、
事
業
内
容
は
、
造

牀

.
立
木
'
 

水
及
產
物
の
處
分•

蔽
林
の
保
護
'.
森
林
の
經
營
と
相
反
せ
ざ
る
土
地
の 

利
用
等
で
あ
る
。

‘

㈡
造
林
森
林
姐
合
と
は
：、
協
|«
1
]し
て
人
エ
造
林
を
行
ふ
も
の
で
あ
り

、
0 

業
內
容
は
、
植

栽

.
手

入

.'
苗
木
の
養
成
若
は
購
入
.

V

其
の
他
植
栽
に
必
.
 

■
要
な
る
準
備
行
爲
等
で
あ
る
。
,

.

. 

:

•

 

1
:土
エ
森
林
組
合
と
は
、
"
協
同
し
て
森
林
產
物
の
運
搬
に
必
耍
な
る
丁
«

を
爲
し
且
之
.を
維
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
察
業
內
容
は
、
木
馬
道
•
軌
遒

:

 

■

.

■

.

六

九

(

六
五
五)
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明
治
四
一
年一

〇
月

九

日

一

糠
名

山
保
護
土
工
森
秫
組
合

. 

I 

,

'

.

.

明
治
四
ニ
年一

〇
月

五

日

|

上

大

杉

(

石
川
縣)

施
業
森
林
■組
合 

同 

布 

一

下

大

杉(

石
川
縣)

施
業
森
林
組
合

七
二
人 

七
九 

六
七
.

、
三
田
學
會
雜
認

第
四

十
七
卷
第
六
號

七
0 

’ (

六
五
六)

の
築
設
•
河
川
.の
疏
通
工
事
等
で
あ
る

0

■

㈣
保
護
森
：̂

合
と
は
、
協
同
し
て
森
林
の
危
害
防
止
を
爲
す
も
の
で
あ 

り
、
辦
業
內
容
は
、
火
災
の
防
禦
.
盗
難
の
防
禦•

害
蟲
其
の
他
有
害
物 

吖
願
除
豫
防
等
で
あ
る
。

. 

•

■以
上
に
據
れ
ば
、
森

合

が

、

一
股
0|
趴
所
有
者
の
^

@
趴
#
加
を 

誘
ふ
一
切
の
措
置
を
缺
い
て
ゐ
た
こ
と
は
明
瞭
で
.あ
る
。
_
、
•施
業
森
林 

組
合
は
、
森
林
の
所
宿
權
を
組
合
員
に
殘
し
、
收
益
權
の
み
を
組
合
に
歸 

錕
せ
し
め
た
と
い
ふ
點
に
於
て
、
例
外
的
存
在
へ
の
可
能
性
を
孕
む
、
唯 

一
の
森
林
組
合
で
あ
つ
た
と
稱
し
得
る
で
あ
ら
ぅ
。
か
k
る
事
情
は
、
さ 

き
に
述
べ
た
大
山
林
所
有
者
丨
相
對
的
意
味
に
於
て
1

に
.と
つ
て
も
同
樣 

で
あ
る
。
勿
論
、
彼
等
に
對
す
る
優
遇
策
は
講
じ
ら
れ
て
ゐ
た
。
卽
ち
、
 

森
林
組
合
の
運
營
を
左
右
す
る1

決
權
が
、

面
積
乃
至
地
價
金
に
比 

例
し
て
與
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と(

は
、
八
そ
の
端
的
な
表
現
で
，あ
る
。
.

し̂
、
 

こ
れ
と
て
も
、森
林
組
合
費
分
擔
の
反
對
給
付
た
る
色
彩
が
濃
厚

で(

4

■> 

實
質
的
な
支
援
の
程
は
誠
に
疑
は
し
い
。
特
に
木
材
業
界
の
不
況
を
p
f景 

と
し
て
考
へ
た
拗
合
、
こ
の
感
は
ー
.段
と
深
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ 

に
比
較
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
第
七
ニ
條
の
但
書
に
よ
っ
て
、
强
制
加
入
の

除
外
例
と
な
り
得
た
唞
林
業
家
の
上
層
部
及
び
大
林
業
家
丨
何
れ
も
、
第 

四
表
の
_

に
從
ふ—

達
は
、
ょ
り
淳
い
保
護
を
受
け
て
ゐ
た
と
看
做
さ 

ざ
る
を
得
な
い
。

.

約
言
す
れ
ば
、
以
上
に
述
べ
た
法
的
措
置
を
通
じ
、

一
般
的
な
經
濟
事 

情
を
晳
く
措
く
と
し
て
も
、
森
林
組
合
は
、
：
主
要
對
象
た
る
小
規
模
山
林 

所
有
者
の
自
生
的
設
立
を
促
す
具
體
的
方
途
を
提
示
す
る
に
至
ら
ず
、
比 

較
的
大
規
横
な
山
林
所
有
者
へ
の
優
遇
策
も
亦
、
實
質
的
裏
付
け
に
缺
け 

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
か
乂
る
事
情
の
下
に
於
て
、
尙
且
、
森
林
組
合
の
設
.
 

立
を
希
鹩
す
る
と
す
れ
ば
、
强
制
加
入
の
手
段
を
除
い
て
、
如
何
な
る
道 

が
殘
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
ぅ
か
。
然
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
林
野 

當
局
の
意
圖
を
强
行
す
る
の
あ
ま
り
、

一
股
山
林
所
有
诸
め
自
甶
意
志
を 

束
縛
す
る
が
如
き
態
度
は
、
到
底
容
認
さ
る
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
あ
ら
ぬ 

か
、
.森
林
組
合
に
對
し
、
人
々
は
、
全
く
無
關
心
な
態
度
を
と
っ
た
の
で 

へJ

v
oi
一
こ
の
こ
と
は
、
次
の
、
森
林
組
合
設
立
狀
況
に
於
て
、
あ
ま
す
と 

こ
ろ
な
く
映
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
。

(

社
ー
十
1
1
0

.r

第
五
表•

明
治
四
四
年
に
至
る
森
林
組
合
設
立
狀
況」

設
-I.
許

可

年

月

名

稱

地

區

面

積

組

合

員

數

■~• •~* 七 ニ 四
三 八 七 ニ 九 九 五 六 九  
九 七 〇 五 七 五 八 五 六

三 八 八  一 ニ 大  
八 四 ニ  二• 一- 四一' 九七 
七 八 三 一 五 六 七 八 九

四
8

0 

七
〇
〇
五
一 

六
七
〇
ニ 

九

四一

ニ 

1 

一
ニ
九 

ニ
〇
〇
九 

三
一
一
.
一
 

ニ
〇
ニ
一 

一
七
ニ
七
_

明

治

四

.ニ
年 

明
治
四
三
年 

明
治
四
三
年 

明
治
四
三
年 

朋
治
四
四
年 

明
治
四
四
年
.
 

明
治
四
四
年 

明
治
四
四
年 

明
治
四
四
年

四
月
二
八
日 

1
1

月
ニ
三
日 

四
月
三
〇
0 

i

一
月
ニ 

一

日 

一
月
一
一
日 

八

月

三

H 

八
月
ニ
四
日 

1

〇
月
ニ
〇
日 

一
二
月
ニ
六
日

松

尾

高

宕(

千
葉)

縣
施
業
森
林
組
合 

上
下
津
具(

愛
知
縣)

.
保
談
森
林
組
合 

三

島

(

群
馬
_)

造
林
森
林
組
合 

東
臼
杵
郡
東
海
村
神
戶
山(

宮
崎
縣)

施
業
森
林
組
合 

福

浦

(

石
川
縣)

施
業
森
林
組
合 

板

東

(

德
島
縣)

.
土
工
保
護
森
林
組
合 

木

戶

(

滋
賀
縣)

.造
林
森
林
組
合 

島

田

(

山
梨
縣)

1保
獲
森
林
組
合 

坪

穴

(

新
潟
縣)

施
業
森
林
組
合

計

組

八

五
、
六 

一
二 

•
七
一
〇
三

ニ
、.
三
五
0

(

註)

本
表
は
、
農
商
務
省
山
林
局
•
森
林
組
合
一
覽
•
大
正
西
年
四
.
 

月
刊
に
據
る
。.

尙
、
面
稹
計
は
見
入
面
積
を
採
っ
た
。
括
弧
內
は
筆
^

ぼ
。

M

に
、
.
こ
れ
を
大
正
三
年—

一
九
一
四
^
•丨
度
末
の
數
字
と
此
殺
す

 ̂

ば
、
そ
の
設
立
の
遲
々
た
る
有
機
は
、
よ
り
明
瞭
と
な
る
で
あ
ら
う
。

.

明
治―

度末 
11 

I
大
正

3.年度末
 

106
し

_
…
丨丨■丨丨 

1-：...............

.組
合
數

玲 Olrfx O  a i ト4
OOo  o  -a

地
區
面
稹

.

人
2,350

[
■17,226

i

組
合
員
數

(

註)

本
表
の
詳
細
は
、
第
五
表
に
同
じ
。

侃
、
强
制
加
入
制
度
の
採
用
に
伴
ひ
、
森
称
組
合
に
附
興
さ
れ
た
法
人 

格
に
疑
義
を
生
.じ
、
論
議—

公
法
人*

私
法
人
の
一一

者
擇
一
ー
が
繰
返
さ 

れ
た
こ
と

.は
周
知
の
事
柄
に
屬
し
て
ゐ
る
ゾ

乍
然
、
こ
の
問
題
に
づ
い
て
.

:
■
,
杯
一
業
：，.史
':硏

究 M

:-
'•

•は
、

「

森
称
組
合
は
、
■水
利
組
合
の
如
き
公
法
人
と
、
民
法
の
公
益
法
人 

と
の
中
間
に
‘;^
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
を
私
法
人
と
す
る
方
が
適
當
で 

あ
っ
て
、
森
林
組
合
の
爲
し
た
る
行
爲
は
、組
合
員
外
の
者
に
ぜ
て
は
、
 

公
法
上
の
た
る
性
質
を
有
し
な
い
と
解
す
る
の
が
穩
當
.で
あ
る」

と 

い
ふ
一
般
的
解
釋
を
掲
げ
、
敢
へ
て
、
立
入
っ
た
考
察
を
如
へ
な
い
。

(

註

一
)

こ
の
兩
者
は
、
'終
局
的
形
態
を
等
し
く
す
る
と
い
ふ
理
由
に 

■
ょ
っ
て
、
從
來
、
同
一
視
さ
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
乍
然
、
我
が
國 

に
於
け
る
山
林
の
分
布
竝
に
所
有
狀
況
を
考
へ
.る
な
ら
ば
、
兩
者
は 

異
質
的
存
在
と
しV

認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
、

こ
の 

點
に
就
て
、
港
干
の
;̂
'
明

を

.̂
へ
て
.み
や
，ぅ
。

我
が
國
の
山
林
が
、
假
リ
に
、

「

農
用
林」

と

「

用
材
林」

と
に 

區
分
3
れ
.る
と
す
る
な
ら
，ば
、.
一
般
的
に
は
、
前
者
が
主
と
し
て
、
 

「

里
山」

に
、
後

者

が「

奧
山」

に
位
置
し
、
從
っ
て
' 

零
細
な
所

七

(

六
五
七)

.
 

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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n
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:

_

田
學
會
雜
認

::

、
第

姻

：
十

七

卷

.

第

六

號

，
：

•

へ
：

'
:

符
形
態
が
银
屮
的
に
在
在
し
て
ゐ
た
の
は
、
前
者
で
あ
っ
た
と
考
へ 

て
差
支
へ
.
な
い
.で
あ
ら
ぅ
，。
そ
こ
で
、

こ
の
前
提
が
認
め
ら
れ
る
な 

.ら
ば
、
材
木
商
品
化
の
主
た
る
對
象
が
用
材
杯
で
あ
っ
た
と
い
ふ
.事 

.货
か
ら
し
て
、'「

材
木
商
品

化」

の
內
容
は
、

「

國
冢
權
力
に
支
援 

さ
れ
1
大
山
林
=
奧
山
所
有
者
に
ょ
る
小
山
林
=
里

山
所
.有
者
の 

地
上
權
の
一
時
的
利
用
若
し
く
は
、
全
，而
的
收
用」

と
し
て
規
定
2 

れ
る
。
そ
れ
故
'

こ
の
場
合
に
は
、
小
山
林
所
有
渚
の
側
に
.、
.「

土 

■地
ノ
使
用
及
收
/I
J
J 

(
森
林
法
.
筚
四
萆)

.に
菡
く
對
抗
手
段
が
、
 

當
然
、
残
さ
て
ゐ
た
0
,乍
然
、「
商
品
的
山
林
の
造
出」

に
當
っ
て
は
.
 

そ
の
主
目
的
が
、

「

農
用
林」

の
鯉
濟
的
內
容
變
化
H
農
用
林
の
永 

•
.久
的
喪
失
に
歡
か
れ
、
然
も
、

こ
れ
が
强
制
的
施
行
に
對
し
、
小
山 

林
所
宿
者
は
、

一
切
の
對
柿
乎
段
を
缺
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
意
味
に
於 

て
、

r

林
木
の
商
品

化」

と
は
、
そ
の
具
體
的
內
容
を
異
に
し
て
ゐ 

た
の
で
あ
.る
。
尙
、
こ
の
說
明
が
、
極
端
な
形
式
化
で
あ
る
こ
と
を 

附
記
し
、
前

揭
•
林
業
史
硏
究
㈠

の
參
照
を
切
に
希
望
す
る
。

(

註
5

改
正
森
林
法
の
發
布
以
前
'

地
方
廳
が
、
農
商
務
省
の
許
可 

を
受
け
て
制
定
し

た

「

林
業
組
合
規
則」

，「

重
双
物

庳
組
合
法」
. 

(

明
治
三
！

_ii

年

丨j

八
.九
九
年
丨
•
法
#:
第
三
五
號
.

)

等
に
栽
き
形 

,
成
さ
れ
た
諸
組
合
を

指
す
。
例
へ
ば「

吉
野
材
木
產
業
組
合」

(

明
治 

一
九
苹
丨
一
.八
八
六
年—

設
立)

等
で
あ
る
。

こ
れ
に
關
し
て
は
、
 

松
狹
秀
實•

明
治
林
業
史
婴
.
大
正
八
平一 .

一
屁
刊
•

一
八
九
I
,九 

I

一
 |

頁
參
照
0
1

£

三)

.

.

七
ニ 

. 

六
五
八)

第
六
ニ
條
森
林
組
合
ハ
左
ノ
各
號
ノ
一
一
一

 

該
當
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
必 

耍
ナ
ル
事
業
ヲ
爲
ス
爲

j

定
ノ
地
區
ヲ
限
リ
乏
ヲ
麸
立
ス
ル
コ
卜
ヲ

1
.

國
土
保
安
ノ
爲
又
ハ
.森
林
ノ
荒
廢
ヲ
防
止
シ
若
ハ
荒
暧
セ
ル
森 

林
ヲ
囘
復
ス
ル
'爲
必
耍
ナ
ル
ト
+

ニ
森
林
力
所
有
者
ヲ
異
一
一
シ
協
同
シ
テ
施
業
ヲ
.爲
ス
一
一
非
サ
レ
バ 

其
ノ
利
用
ノ 

H
的
ヲ
達
ス
ルH.

困
難
ナ
ル
ト
キ 

_三
，
森
林
產
物
ノ
運
搬
一一
必
驳
ナ
ル
工
事
ヲ
爲
シ
又
ハ
之
ヲ
織
持
ス 

ル
爲
關
係
者
ノ
協
同
ヲ
必
耍
ト
ス
ル
ト
キ 

四
森
林
ノ
危
窬
阪
止

I:

付
關
係
社
ノ
協
同
ヲ
必
破
ト
ス
ル
ト
キ 

(

註
因)

前

掲
•
林
業
史
硏
究
㈠
•

參
照
。

(

註
五)

衆
議
院
森
林
法
改
•正
法
#:
案
委
員
會
議
錄
妓
に
、
衆
議
院
議 

.
事
.錄
を
指
す
。
 

.

'

S
-

K
)

第
六
五
條
森
林
組
合
ノ
組

.
合
員
ハ
ヰ
，ノ
地
區
內
ニ
於
ケ
ル
森
林
ノ
所 

有

者

二

限

ル

.

.

(

許
七)

森
林
法
施
行
規
則(

明
治
四
〇
平

一 

二
月
ニ
六
H

，
農
商
務 

■
省
令
第
二 

一

號)

第
三
：六
條

.

御
料
林
又
ハ
國
有
林
ニ
付
テ
ハ
帝
室
林
野
管
理
局
又

ハ政 

庇
■
ハ
獨
立

.

シ
テ
經
營
ス
ル

.

ヲ
不
便

■
ナ
リ
ト
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク

.

ノ
外
#

 

林
組
合
二
加
入
ス
ル
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス 

.前
項
以
外
ノ
淼
林
二

 

.シ
ー
ア
試
驗
、

演

習

等

特

殊

ノ
1 1

的
〒
供
セ
ラ
レ 

装
ハ
面
猜
廣
大

~

シ
テ
獨
立
經
營
ノ
.方
法
確
定
シ
其
ノ
他
特
別
ノ
辦

.
情
ア
ル
場
合
一
一
於
テ
地
方
長
官
之
ヲ
協
同
經
營
二
屬
セ
シ
ム
ル
ノ
必 

要
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ー
一 

付
テ
ハ
興
ノ
森
林
所
有
者
ハ
森
林
組
合 

二
加
入
ス
ル
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス 

骷
八)

餾
部
一
郎
.
山
林
法
ハ
新
法
學
蚤
■
•

笫

―
ー
三
卷
，
昭
和
一 

五
年
.五月

•
日
本
評
論
社
邗>

.

三
六—

四一頁
參照。
ノ

ぃ

: 

(

胜
九)

前

揭

•
註
七
ょ
り
、
私
苻
林
に
限
宛
す
る
も
大
過
な
し
と
認 

宛
し
た
。
尙
、
社
寺
有
林
.に
關
し
て
は
據
る
べ
.き
資
料
を
缺
-い
て
ゐ 

る
爲
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
.
農
林
省
山
林
局
' .

.「

社
寺
林 

の
現
況」

.
(

發
行
平
月
不
詳)

に
雄
：き
、
概
驳
を
左
に
揭
げ
る
。 

「

社
寺
總
數
、
境
內
而
横
並
社
夺
有
林
而
稹」 

.

一

、
神
社
：

：

社

. 

數

.

——
.1

〇
六
、
五
ニ
ニ
.

境

內

總

而

積
 

ニ
五
、

一
ニ
吗
町 

1

.
■
社平均

 

a
.
. 二三
町一
 

.

社右林總面溃

 

五
八
、

七
〇
七

町

•

I

V
社

.
平

均
 

〇

.
五

五

町

.

こ
、
..寺
院 

•

■

寺

.

數

■

六
七
、
-
ニ
一
一 

.
境

內

總

II
横 

一一一、
八

八

九

町

'
 

i

#

.
平

均

.

.

... 

0 

V

一
二 

町

■

.
寺

有

林

總

面

溃

 

七
四
、
.

〇
六
ニ
町
、

1

寺

平

均
 

-

.

.

'

「

、

1

0
町 

^
—

„九

一
n

一̂

-丨
內
務
资
令
..「

宫
國
幣
此
以
下
神

休榮史硏究ハ

5

'社
其
ノ
他
.一
一
關
ス
ル
件」

•第
二
章•
笫

I 

ニ
條
•
新
二
境
內
ヲ
設
足 

シ
又
ハ
從
來
ノ
境
內
地
ヲ
擴
張
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
制
限
ヲ
超 

過
ス
す
コ
ト
ヲ
得
ス
、
他
シ
特
別
ノ
緣
故
、
土
地
ノ
狀
況
等H

ョ
リ 

地
方
長
宮
ノ
許
可
ヲ
受
ヶ
タ
ル4

キ
ハ
此S

限
ニ
ア
ラ
ス

.官
_

弊

社

五

.千

坪

、

村

社

 

七
：

C

坪 

府縣社
千艽瓦
坪

 

招
魂
社
.千五
瓦坪
 

鄕

社

千

坪

 

其ノ他ノ神社五瓦坏
 

次
に
、
そ
の
經
營
に
っ
い
て
、
.

「

は
社
寺
有
林
の
無
立
木
地
は
割
合
尠
く
、…

…

之
等
無
立
木
地
は 

造
林
不
可
能
の
所
も
あ
る
が
多
く
は
採
草
地
'
伐
採
跡
地
等
で
造
林 

.可
能
の
所
.も
あ
る
。

社
寺
有
林
©.
特
殊
.の
も
の
と
し
て
、
部
落
有
林
野
の
統1

に
際
し
、
.
 

部
落
よ
y
特
に
神
)11
1：-
に
寄
附
せ
る
も
の
も
あ
る
、
が
主
と
し
て
鄕
社
、
 

村
社
に
多
い
。
而
し
て
之
等
は
大
部
分
舊
部
落
民
た
る
氏
.子
等
に
よ
.
 

っ
て
.施
業
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

■

■
:
.
 

又
社
寺
有
林
中
面
稹
比
較
的
犬
に
し
て
、
社
寺
に
於
て
直
接
施
業
す 

る
事
の
出
來
な
い
も
の
.は
、
或
は
府
縣
行
造
林
地
と
し
て
、
.又
は
：二 

部
を
學
校
林
と
し
て
地
上
權
を
設
定
し
て
ゐ
る
も
の
も
尠
く
な
い
。
 

愛
知
縣
胤
來
寺
の
.寺

有

淋(

約 

一
、
•五
八
八
町
步)

は
、
治
ん
.ど
之 

の
如
き
貸
付
地
と
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、

又
關
西
地
方
の
名
刹
.に 

あ
っ
て
は
、
冉
來
の
慣
行
に
よ
り
茧
っ
て
陡
廉
な
る
料
金
に
よ
っ
て 

地
か
民
に
分
割
貸
與
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る「

傍

點

.
括
弧
内
维 

0 

■ 

■
. 

.

七 
一二 

(

六
五
.九)

.
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H
I
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三E

學
會
雜
誌
第
西
十
七
卷
第
六
號

(
註
十)

い
ま
、
森
林
組
合
の
包
括
す
る
最
小
面
積
を
ニ
〇
町
步
'と
假 

宛
す
れ
ば
、
第
四
表
に
ょ
っ
て
、
山
林
所
有
巷
數
は
全
體
の
九
九
^

,

を
占
め
る
に
も
拘
め
る
に
も
拘
ら
ず
、
所
有
面
橫
の
比
率
は
六
五
 ̂

で
あ
っ
て
、
規
定
の
三
分
ノ 

ニ
を
割
る
こ
と
と
な
る
。
從
つ
て
、
森
.
 

林
組
合
.の
設
立
が
、
殘
さ
れ
た
人
々
の
動
向
に
掛
る
こ
と
は
明
白
で 

あ
る
。
倚
、

こ
の
場
合
、
森
林
紺
合
に
加
入
の
義
務
を
免
除
さ
れ
た 

人
数
及
所
有
面
横
を
控
除
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

(

森
林
法
施 

行
規
則
•
第
三
三
條)

S

十
一)

森
林
法
施
行
規
則(

明
治
四
〇
年 

一
二
月
ニ
六
日
•
農
商 

務
省
令
第
二
一 

號)

•
森
林
法
施
行
手
續(

同

•
農
商
務
省
訓
令
第 

三
〇
號)

.
森
林
組
合
令(

同

•
勅
令
第
三
四
八
號)

•
森
林
組
合 

登
記
取
扱
手
續(

明
治
四
.一
年
一
月
一
六
日
•
司
法
省
令
第
一
號)

，
 

'
森
林
組
合
模
範
定
款
を
指
す
。
尙
、

こ
の
詳
細
に
っ
い
て
は
後
述
す 

る
。

.

.

.

(

独
十
二)

森
林
組
合
の
設
立
に
當
り
、
組
合
員
數
の
激
極
的
規
定
が 

缺
け
て
ゐ
た
こ
と
は
周
知
の
通
y
で
あ
る
。

一
般
に
は
、
最
小
限
三 

名
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
と
の
爲
に
、
本
文
の
奴
き
解
釋
が
生
じ
た
こ
.
 

と
は
否
定
出
.な
い
。

‘

(

胜
十
三)

前

揭
•
森
林
法
參
照
。 

.

(

註
十
四)

島E

錦

藏
•
森
林
組
合
論
•
昭
和
一
六
年
刊
•
一
 

〇
芄
頁 

參
照
。

こ
れ
に
っ
い
て
は
、
立
入
っ
た
論
評
を
差
控
へ
る
が
、
か
\
' 

る
見
解
が
犯
當
視
3
れ
て
ゐ
た
時
代
の
あ
.づ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て 

は
な
ら
な
い
。

. 

'

_

七

四

.

(

六
六
〇)

(

註
十
五)

大
H
本
山
林
會
•
大
日
本
山
林
會
報
•
第
二
九
九
號(

明 

治
四
〇
年
一
'
〇
月
一
五
日
刊)

•
特
に
民
法
.第
二
〇
六
條
と
の
關
係 

に
つ
い
て
、
疑
莪
を
也
じ
た
こ
と
を
附
記
す
る
。
前

掲

•
山
林
法
參 

照
。

(

註
十
八)

例
へ
ば
、
森
林
組
合
模
範
定
款
•
土
工
.森
林
組
合
定
款 

第
二
三
條
組
合
員
ニ
屬
ス
ル
森
林
ノ
面
溃
ニ
依
リ
テ
各
組
合
員
ノ
議 

.■決
權
ヲ
定
ム
■ルn

ト
左
ノ
如
シ

i

何
反
步
未
滿 

一
箇

一何
反

步

以

上

.
1
1
1
 

一何反
步未滿
ニ僮

一
何
町
步
以
上 

何
箇 

同

右
•
造

林

森

林

組

合

定

款

•

第
二
三
條
祖
合
員
二
屬
ス
ル
森
林
ノ
地
價
一
一
依
リ
テ
各
組
合
員
ノ
議 

1

決
權
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ 

、

一

何

圓

未

滿.

ニ

筒

.

-

§

 

. 

i
 

ー
何
圆
以
上 

何
個 

•(

註
十
九)

' 
同

右•

施
業
森
林
組
合
定
款

第
九
條
备
組
合
員
ノ
費
用
分
擔
及
收
益
分
配
ノ
割
合
ハ
共
有
森
林
一
一 

付
組
合
員
ノ
有
ス
ル
持
分
ノ
割
合
二
依
ル 

.(
註
二
十)

第
一
章
•
註
六
、
及
び
、
前

掲
•
大
日
本
山
林
會
報
•
第 

三
〇
六

號

(

明
治
四
.
一
年
五
月一

五
日
刊)

•

「

小
樽
木
材
總
會」 

(

小
樽
木
材
株
式
會
社
營
業
不
振)

.「

東
北
材
木
商
大
會」

(

束 

.

京
材
木
商
問
屋
賣
捌
ロ
錢
の
減
額
決
議
等)

•
第
三
〇
七

號

(

同

*

六
月
一
五
日
刊)

•「

木
材
類
の
相
場「

(

豐
後
地
方
に
於
け
る
木
材
相 

.
場
約
ニ
割
低
落)

等
不
況
の
通
信
は
枚
擧
に
遑
な
き
程
で
あ
る
。

. 

尙
、
こ
れ
と
關
聯

し
、
明
治
三
七
•
八
年
戰
艰
を
契
機
と
す
る「

記 

念
樹
乃
至
記
念
林
訐
劃」

(

山
.發

•
第
三
九
號
通——

牒
明
治
三
七 

平
六
月)

も
、
民
業
銷
沈
へ
の
對
應
策
で
あ
っ
た
こ

と

を

記
し
て
を 

く
前
揭
•
日
本
林
業
史
骐
•
六
三
四
丨
五
頁
參
照
。

(

註
二
十
一)

こ
こ
で
想
起
さ
.れ
る
こ
と
は
、「

植
樹
獎
勵
費
の
配
布」

'

パ
明
治
四
〇
年
に
は
、
約
七
四
、
〇
九

七

圓(

丨
前
揭
♦
大
日
本
山 

林
#
報

•
第〕

一

九
六
號
、
或
ひ
は
、
淼
林
法
.
第1

ニ
條
及
びT

造 

林
地
兔
祖
の
件」

(

農
商
務
省
訓
令
•
第
四
號
丨
明
治
四I

年
三
月
六 

日)

等
の
具
體
性
を
持
っ
諸
施
策
と
の
比
重
が
、
極
め
て
不
均
衡
で 

あ
っ
た
窜
實
で
あ
る
0
 

(

註
ニ
十
二)

森
林
組
合
の
無
視
が
、

1

般
山
林
所
有
者
の
消
極
的
反 

抗
で
あ
っ
た
か
否
か
は
暫
く
措
く
と
し
て
.も
、
設
立
の
勸
獎
者
が
林 

•

野
官
僚
乃
至
こ
れ
と
密
着
す
る一

部
の
.「

研
究
者」

'丨
地
方
的
改
良 

家
等
を
含
む
一
般
的
意
味
に
於
け
る
丨
及
ぴ
、
地
方
行
政
の
擔
當
港 

丨

村

長

•
村
會
議
員
等
丨
に
限
ら
.れ
て
い
た
こ
と
は
¥
實
で
あ
る
。 

(

註
ニ
十
三)

本
表
中
の
設
立
森
林
組
合
數
に
っ
い
て
.は
、
前

掲

•
森 

林
組
合
論
♦1

〇
頁
の
数
字
と
相
違
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
は
從
は 

:

な
か
つ
た
0

(

註
ニ
十
四)

こ
の
點
.は
、

前

揭
*
森
林
組
合
論
に
於
て
、「

森
林
法 

に
茶
•く
組
介
の
制
足
以
前
に
旣
に
、
多
く
の
府
縣
に
は
森
林
組
合
が 

.存
在
レ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
..正
規
の
手
績
を
經
て
新
制
の
組

林
業
史
阢
究
ハ
ー
ー

)

合
に
遷
移
す
べ
き
を
想
は
る
>
に
拘
は
ら
ず
四
十
ニ
年
未
迄
に
設
立 

さ
れ
た
も
の
は
債
に
'八
組
合
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
理e

は
惟
ふ 

に
、
組
合
目
的
の
變
更
に
對
す
る
不
滿
等
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て

'

在
來
の
組
合
が
所
謂
睡
眠
姐
合
で
あ
っ
て
、
數
の
み
は
箅
へ
る
が
殆 

ん
ど
無
き
に
齊
し
ぎ
も
の
で
あ
っ
た
點
に
存
す
る
の
で
あ
ら
ぅ」

(

九 

頁
丨
傍
點
筆
者)

と
說
明
さ
れ
て
ゐ
。
乍
然
か
X
る
說
明
を
以
て
し 

て
は
、
森
林
組
合
設
立
の
停
滯
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
.で
あ
る
。
 

何
故
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
森
林
組
合
の
加
入
.に
ょ
っ
て
、
壅
帳
面 

•

積
と
實
面
積
の
相
異(

第
五
表
參
照)

に
基
く
山
林
所
有
者
の
不
利 

益
等
所
謂「

森
林
組
合
規
程
.の
現
實
的
影
響
乃
至
反
映」

が
、
完
全 

.に
看
過
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
.で
あ
る
。 

.

(

註一 :

一
十
.五)

前
揭
ン
山
林
法
•
三
八—

九
頁
參
照
。

三

'森
林
組
合
の
性
格
が
、.
林
野
當
局
の
政
策
的
配
慮
に
ょ
っ
て
決
定
的
に 

支
配
さ
れ
、
從
つ
て
、
そ
の
成
果
も
务
く
を
菌
み
得
な
か
つ
た
こ
と
は
、
 

旣
に
繰
返
し
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
然
も
、
が
X
る
林
野
政
策
が
、
恰 

も
、
旣
定
の
事
實
で
あ
る
か
の
如
く
押
し
進
め
ら
れ
た
背
後
に
は
、
眾
事 

的
耍
請
と
頻
發
す
る
次
水
害
の
巧
な
利
用
を
基
調
>
す
る
林
野
當
局
の
決 

意—

こ
れ
は
、
植
民
地
乃
至
半
植
民
地
に
於
げ
る
掠
逛
伐
採
を
以
て
、
增 

大
す
る
林
木
需
！̂

對
處
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
丨
が
祕
め
ら
れ
て
ゐ 

た
.と
.み
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
れ
故
、
林
野
政
策
の
■一
 

環
た
る
森
林
組
合 

の
性
格
に
何
等
か
の
變
化
が
生
じ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
こ
れ
等

'

七
五
'

(

六

六一
)
.

I



一

i
E

學

會

雑

誌

：：

第

四

十

七

卷

へ

第

六

號

七
，六

:
(

六
六
.ニ)

諸
要
因
の
影
響
.に
甚
く
も
の
と
考
ベ
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
以
下
、
,
 

こ4

等
1

因
の
變
移
と
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
な
。

.

.

•

日
露
戰
_

に
よ
つ
て
露
里
さ
れ
た
我
が
國
經
濟
の
脆
弱
さ
と
、
そ
の「

屈 

辱
的
終
幕」

と
は
、
帘
事
的
勢
力
の
掇
頭
に
十
分
な
素
地
を
與
へ
る
こ
と
'
 

と
な
つ
'た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
林
野
行
政
と
の
關
聯
に
於
て
み
た
：場
合
、
 

娲
岩
の
關
係
が
、
馬
產
獎
勵
の
對
象
，た
る
放
牧
地
を
繞
っ
て

®

_

さ

れ

た 

こ
と
は
1
^
.ま

で

も

な

，
.
？
。

 

•

i

〕

發
の
慣
行
に
重
大
な
制
限
を
加
へ
た
舊
森
林
法(

第
®
一一
 
條
> 

I
 

以
降
、'
こ
れ
が
慣
行
を
認
め
、
取
締
の
緩
和
を
求
め
る
籐
は
、
國
有
林
姆
.
 

に
於
て
最
も
著
し
か
っ
た
。

こ
の
結
果
、
當
局
に
於
て
«

r

國
有
林
野 

地
牛
馬
f

取
扱
方
ノ
!：」

を
先
頭
と
す
る
ー
聯
の
法
令
に
よ
っ
て
放
牧
.
 

地
の
經
營
に
意
を
用
ひ
た
の
で
あ
る
が
、
何
れ
も
、
使
用
權
乃
至
管
理
權 

を
規
制
す
る
に
止
ま
り
、
拔
本
的
な
.整
備
を
^
、す

に

至

ら

な.か
っ
た
.の
.
で 

あ
る
。
そ
れ
故
、
改

JH
森

林
法
.
第

九

四

^

^

福

の

形

式

的

繼

欺

に
 

過
ぎ
ず
、
そ
れ
，：

HI

身
特
徴
的
蚀
格
を
有
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
.
そ
れ
が
爲 

に
：也
^
的
：要
來
は
、
こ
の
i

に
觸
れ
る
.こ
と
な
く
、
.直
接
的
目
標
を
國 

有
林
野
へ
と
向
け
る
に
帝
つ
た
。

•

明
治
四
〇
年
五
月
、
馬
政
局
は
、
林
野
の
拂
下
に
關
し
、
豫
め
協
議
す 

べ
き
皆
を
山
^

;
に
_

入
れ
た
。
然
し
、
こ
れ
は
、
馬
政
局
商
か
ら
の
耍 

來
で
あ
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
國
有
林
の
使
用
制
®

緩
和
を
希
ふ 

業
者
の
代
辯
者
的
色
彩
が
濃
か
っ
允
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
要
求 

が
拒
•否
さ
れ
る
や
、
2
|域
局
は
、
ご
れ
等
業
者
の
:

「

民
業
安
定」

を
名
と 

し
、
林

蚜

整

理

郛

赍

通

じ

て

、
自
己
の
主
張
を
强
行
す
る
態
度
に
出

た
。
こ
の
結
果
、
從
來
、：

卓
用
材
備
蓄
，の
見
地
か
ら
林
野
行
政
の
支
持
を 

續
け
て
來
た
箪
事
的
勢
力
は
、
林
野
行
政
の
據
點
で
あ
る
國
有
林
經
營
に 

對
し
て
重
大
な
霞
を
興
へ
る
に
至
っ
た
。
明
治
四
三
年 

一
ニ
月
、
馬
政 

局
の
行
っ
た
ニ
八
萬
五
千
^

1
に
亘
る
放
牧
地
の
解
放
要
求
が
、廣
大
な
、
 

然
も
、
使
途
不
分
明
な
：

4

野
を
擁
す
る
國
1

.
に
と
っ
て
、
如
何
な
る
衝 

擊
を
與
へ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
從
っ
て
、
嘗
っ
て
、
艰
翁
的
勢
力 

と
の
協
調
の
上
に
築
か
れ
て
來
た
森
林
組
合
制
度
は
、
逆
に
、
こ
の
勢
力 

の
壓
カ
か
ら
林
野
行
政
を
防
衛
す
る
爲
の
、
謂
は
ば「

抵
抗
線」

と
し
て
、
 

.ょ
り
以
上
の
速
度
.と
鞏
固
さ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
.で
あ
る
。
そ
れ
は
、
林 

野
當
局
の
直
接
的
抵
抗
が
、
畢
宽
、
徒
勞
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
人

 々

に
と
っ
て
、

—
層
切
實
な
問
題
で
あ
つ
た
。

.

年
を
追
ふ
て
|-
«
模
を
擴
大
す
る
大
水
害
の
間
斷
な
き
涞
襲
は
、
人
々
の 

間
に
、
素
朴

众
|
治
山
治
水」

の
叫
び
を
' 

反
射
的
へI

喚
^
.起
し
た
。
林 

野
當
局
は
こ
の
聲
を
巧
に
灰
へ
、
機
を
逸
す
る
：こ
と
な
く
、
森
林
組
合
設 

立
の
推
進
力
と
.し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
我
々
と
し
て
も
、「

治 

山
治
水」

：
の
必
然
性
乃
.至
重
耍
性
を
金
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な 

、い
。
乍
然
、
森
林
組
合
の
基
本
的
性
格
が
、
旣
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
と 

す
る
な
ら
ば
、
假
令
、
そ
の
，中
に
治
水
へ
の
努
力
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
と
し 

て
も
、
こ
れ
を
直
ち
に
森
林
組
合
の
設
立
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
そ
の 

本
質
を
隱
蔽
し
、

一
股
山
林
所
有
者
を
眩
惑
す
る
も
の
と
斷
ぜ
ざ
る
を
得 

な
い
。
特
に
、
過
来
に
於
け
る
民
間
の
治
水
事
業
に
一
顧
を
も
與
へ
ず
、
 

そ
の
施
策
も
亦
變
轉
常
な
き
有
機
で
あ
っ

た

こ

と

(

ぽ

、

こ

j

間
の
事
情
を 

裏
書
き
す
な
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、臨

時

治

水

調

赍

設

置

も

、

へt
ト
^)

生
產
調
査
龠
に
齔
す
る
治
水
に
就
て
の
豁
問
も
、
全
て
、
_

組
合
設
立 

へ
の
布
^

で
あ
り
、
㈣
吣
に

、

_當
PJ
の
旣
定
方
針
を
軌
道
に
乘
せ
林
野
行 

政
の
强
化
を
狙
ふ
手
段
で
あ
っ
た
と
觀
ず
る
の
は
'
獨
り
筆
者
の
み
で
は 

あ
る
ま
い
。
唯
、
こ
の
線
果
、
治
出
治
水
の
問
題
が
、今
日
に
至
る
ま
で
、
 

林
野
行
政
に
於
け
る
謂
は
ば「

錦
の
御
旗」

的
#
を
に
な
ら
5

と
.は
、
.恐 

ら
く
、.
常
局
の
夢
想
だ
に
し
.な
か
つ
た
と
ご
ろ
で
あ
ら
ぅ
。

.
最
後
に
、
秫
野
當
局
の
抱
懐
し
た
林
木
需
耍
へ
の
對
應
策
に
っ
い
て
述 

ベ
る
。

琳
事
的
發
言
權
の
擀
大
が
、
植
民
地
乃
至
半
植
民
地
資
源
の
掠
取
を
前 

凝
と
す
る
國
內
資
源
の
保
護
•
開
發
を
伴
ふ
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ 

M
°+
%

、
我
が
國
の
持
っ
後
進
性
は
、
か
k
る
傾
向
を
歪
曲
化
し
、
眾
事 

的
背
景
の
異
常
な
擴
大
を
招
來
す
る
に
至
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
資
本
に 

ょ
る
^
事
力
の
刷
用
で
は
な
く
し
て
.、
常
に
、
後

者

に

«3
:
-る

前

者

の

^

致 

.な

る

形

が

採

れ

、
從
っ
て
、
機
會
は
、
時
の
政
治
權
力
と
密
着
す
る
人 

々
に
の
み
興
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の

¥1
.の
人
ノ
'
が
、
]r
r
謂

「

財
閥」 

に
屬
し
て
ゐ
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
：で
も
な
い
。
然
し
.、
か
、
る
狀 

勢
は
、
森
林
姐
合
の
形
成
に
常
り
、
少
く
と
も
、
ニ
點
.に
於
て
常
局
の
立 

場
を
有
利
に
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
卽
ち
、
そ
の
一
っ
は
、
國
內
の
^
力 

墙
進
が
眾
康
的
勢
カ
に
ょ
づ
て
稍
極
的
支
援
を
受
け
た
こ
と
で
あ
り
、
他 

は
、
掠
鹉
伐
採
に
ょ
る
植
民
地
乃
茧
半
植
民
地
の
低
廉
な
る
林
木
が
、
瓦 

大
な
組
熾
網
を
通
じ
て
商
品
化
さ
れ
た
爲
、
內
地
林
業
は
尠
な
か
ら
ざ
る 

腿
迫
を
蒙
り
、
そ
の
結
衆
、
.何
等I

の
裏
付
さ
へ
保
證
さ
れ
る
な
ら
ば
、
 

滴
称
組
合
へ
の
參
加
も
亦
巴
む
な
し
と
す
る
空
氣
が
鱗
成
さ
れ
た
と
と
で

杯

業

史

.
研

究

(
1
D

あ
る
。
こ
，の
こ
と
は
、
植
民
地
經
營
が
安
定
し
、
そ
れ
に
參
加
す
る
資
木 

の
分
野
が
明
確
化
さ
れ
る
に
從
ひ
、
益
々
顯
著
の
度
を
加
へ
て
行
っ
た
。

以
上
に
據
れ
ば
、.
森
林
組
合
に
關
す
る
客
觀
的
情
勢
は
、
林
野
當
茼
に 

對
し
、
有
效
的
措
置
の
早
急
な
實
施
を
求
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故 

當
局
と
し
て
も
、
從
來
の
態
度
を
續
け
る
こ
と
は
、
徒
に
、
事
態
の
.紛
亂 

を
招
く
に
5 1

ぎ
な
い
と
觀
じ
た
の
で
あ
ら
ぅ
か
、
明
治
四
例
年
に
港
り
、

r

荒
駿
地
1
舊
^1
助
規
へ
»

.̂
.「

森

親

合

1
-1
獎
ヘ
肩
|

|

'べ

(

秫
第
一
；一
 

〇

一
三
號
涵
ぼ」

こ
*「

森
林
組
合
設
立
獎
勵
ニ
關
.ス
-
件」

等
を
矢
繼
早
や 

に
發
布
し
て
、
森
林
組
合
の
設
立
勸
獎
に
努
め
た
の
で
あ
る
.。
我
々
は
、
 

C
れ
等
の
悉
く
が
、
所

謂

「

實
際
的
效
果」

を
誘
ふ
内
容
を
持
っ
て
ゐ
た 

點
に
法
目
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
時
以
降
、
森
林
組
合
は
新
な
る
！̂

に 

移
つ
た
と
考
へV

ゐ
る
。
 

.

:

.

.

(

註

一
)

端
的
に
い
へ
ば
、
成
果
に
っ
い
て
の
考
慮
は
、
意
識
的
に
避 

け
て
ゐ
.た
と
.さ
へ
考
へ
ら
.れ

る

.0 

(

註1
1
)

明
治
三
〇
，年

(
一 .

八
九
七
年)

制
定
の
淼
林
法
を
指
す
。

第
四
ニ
條
.濫

|1

他
人
ノ
森
林
內
-一
於
テ
牛
馬
ヲ
放
牧
シ
タ
ル
^

ハ
ニ 

圓
以
上
五
拾
圓
以
下
/
罰
金
！！
處
ス 

(

能
三)

こ
の
こ
と
は
、
，か

又
る
要
望
が
大
林
區
署
長—

特
に
靑
淼
，
 

岩
手
丨
ょ
リ
提
出
き
れ
た
事
實
に
ょ
っ
て
裏
書
さ
れ
て
ゐ
る
。
前
揭 

'
明
治
林
業
史
要
，
ニ
四
七
頁
。
：

(

註
四
，

)

明
治
三1

年
十
月
•
戊
第
二
ニ
八
號
內
訓
。
各
地
方
二
於
テ 

.
舊
來
ノ
慣
行1

1

ヨ
リ
許
可
.ヲ
得
ス
シ
テ
國
有
林
野
ニ
牛
馬
ヲ
放
牧
ス 

ル
モ
ィ
有
之
候
處
淼
林
法
胄
M

ノ
今
日
林
地
二
對
シ
テ
ハ
同
法
第
四

.

.七

卞

(

六
六
g
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.
::

:
三
田
學
會
雜
誌

'.
'第
西
十
七
卷
' 

第
六
號
'

:.
:

‘
十
二
條
ノ
制
裁
^
之
最
HI-
不
問
二
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
多 

..年
ノ
惯
行
ナ
レ
ハ
..一
朝
之
ヲ
嚴
禁

ス
.ル
ト

キ
ハ
當
業
着
ノ
困
難
ハ
勿 

論
延
テ
該
業
ノ
發
達
ニ
ヲ
及
ホ
ス
へ
キ
ヲ
以
テ
自
今
國
土
保
安 

上
支
障
無
之
箇
所
二
限
リ
林
野
地
ト
モ
左
ノ
方
法
〒
據
リ
取
扱
フ
へ 

シ
右
內
訓
ス
，

1
、

國
有
林
野
ニ
牛
馬
ヲ
放
牧
ス
ル
ノ
慣
行
ア
ル
地
方
ハ
放
牧
期
限 

.ヲ
究
メ
シ
メ 

(

放
牧
期
限
ハ
ー
ケ
年
以
內
ト
ス)

放
牧
料
ト
シ
テ
一
 

，期

間一

頭

-一
付
金
五
錢
以
上
拾
錢
以
下
ノ
範
圍
內
’ニ
於
テ
地
方
ノ
狀 

況
ヲ
斟
酎
シ
適
宜
徵

收

ノ

上

許

可

ス

へ

シ

‘

但

..一

才

牛

馬

ハ

該

料

金

ヲ

免

除

ス

ヘ

シ 

1

、

旣
-

1

放

牧

料

ヲ

納

入

、ゾ
タ
ル
牛
馬
一
一
對
シ
テ
ハ
其
所
有
主

 

一
一M 

.動
ア
ル
モ
該
期
間
重
ネ
テ
料
金
ハ
徵
收
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

1
、

牛
馬
死
亡
又
ハ
賣
却
等
ノ
爲
メ
頭
數
減
少
ヲ
來
タ 
'
ゾ
或
ハ
約
定 

ノ
期
間
放
牧
セ
サ
ル
モ
旣
納
料
金
ハ
還
付
セ
.サ

ル

モ

ノ

ト

ス

•

1

、
前
各
項
ノ
外
取
締
上
必
要
ト
認
ム
ル
：モ
ノ
ハ
適
宜
取
定
メ
施
行

ス
へ
シ

'

一
、
徵
收
科
目
ハ
追
テ
達
ス
へ
シ

(

驻
五)

國
有
林
野
法(

明
治
三
ニ
年
三
月
二
三
日•

法
律
第
八
五
號) 

第

j

一
 

條 

'
國
有
林
野
ハ
左
ノ
場
合
-一
限
リ
隨
意
契
約
ヲ
以
テ
貸
付
シ 

又
ハ
使
用
セ
シ
ム
ル
デ
ト
ヲ
得 

1

公
用
又
ハ
公
益
祺
業
ノ
爲
必
袈
ア
ル
ト
キ 

.】

一
牧
蒂
又
ハ
植
樹
ノ
爲
必
要
ア
ル
ト
キ 

.
三

牛
馬
放
牧
ノ
爲
使
用
セ
シ
ム
ル
ト
キ

七

八

(

六
六
四)

四
第
九
條
二
依
ル
開
墾
者
ノ
爲
モ
ス
ル
ト
キ

' 

.

五

1

箇
年
貸
付
料
參
苜
圓
ヲ
超
'

H

サ
ル
ト
キ 

第
九
條
國
有
林
野
ハ
開
墾
ノ
成
功
ヲ
條
件
ト
シ
豫
メ
其
ノ
價
格
及
成 

功
期
限
ヲ
定
メ
.隨
意
契
約
ヲ
以
テ
賣
拂
ノ
豫
約
ヲ
•爲

ス

コ
ト
ヲ
得 

第

一

三
條
國
有
林
野
ヲ
貸
付
シ
又
ハ
使
用

セ 

'ゾ
ム
ル
ト
キ

ハ
左
ノ
期 

間
ヲ
超
.ユ
ル

7
1ト
ヲ
得
ス 

1
:

植
樹
ノ
場
合

11

於
テ
ハ
八
十
年

ニ
家
屋
、倉庫其

ノ
他
ノ

建

設
物
ノ

.場
合
一
一
於
テハ

三

十

年

. 

三
：
其

ノ
他
ノ

場
合
ニ
於
テ
々
十
五
年 

前
記

ノ
期
間
ハ

之
ヲ
更
新
ス
ル

n

ト
ヲ
得 

等
を
指
す

。
.

(

註
六

)

第九四條他人

ノ
森
林
內
モ
於
テ
放
牧 
'ゾ
タ
ル
者

ハ
五
十
®
以

下

ノ 

罰
金
二
處
ス

(

註
七)

前

揭
*
明
治
林
業
史
耍
ノ
三
四
九
頁
。

.

(

註
八
.

)

明
治
三
ニ
年
四
月
ニ
一 

日
•勸

合

第一

七
九
號
を
以
て
設
氍
、
 

そ
の
目
的
は
、
.「

國
有
林
野
ノ
特
別
經
營
ニ
關
ス
ル
重
埂
事
項
二
付 

農
商
務
大
臣
ノ
諮
間
二
應
ス」

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
尙
、
そ
の
委
員 

■
は
、

.

農
商
務
省
高
等
官
.

四
名 

內
務
省
ク

 

.■ 

ニ
名 

陸
軍
省
グ

 
1

名
，
.

海
軍
省
〃
 

1

名

-

大
藏
省

グ 

■

1

名

-■
'

■ 

文
部
省

, 

.
1

名

.

〒

，

'.
.
パ 

遞

信
省

グ 

'
.一

名

，

■

1
)

'

で
あ
っ
て
、
會
長
に
は
勅
任
官
を
以
て
當
て
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
大

.
 

I;

::
芷

ニ

年

六

月

に

廢

止

さ

れ

：た
。

■■
-

■•
. 

(

註
九)

國
有
林
野
の
存
駿
決
定
は
.、
明
治
三
ニ
年
四
月
•
訓
令
第
二 

.
 

•;
. 

ニ
號
•「

國
有
林
野
處
分
調
查
規
規
定」

、
明
治
三
.ニ
年
八
月
•
農
商 

:

務
存
置
第1

1

七
號
.「

不
袈
好
置
國
有
林
野
賣
拂
規
則」

を
以
.て
始 

▽

/

■'
め
ら
れ
、
大
芷
四
年
七
月
ニ
四
日
'.
農
商
務
省
令
第
一
四
號•

•
「

不

. 

f

;>
'

:

'

:, 

耍
存
置
國
有
林
野
整
理
處
分
規
則」

及
び
、
同
年
七
月
ニ
九
日
•
林 

. 

發
第
三
七
七
四
號
內
訓
.
•「

不
要
存
置
國
有
林
野
整
理
處
分
手
續J 

I

;-:
,

:

の
制
定
に
依
て
、
.
ー
應
の
整
備
を
完
了
し
た
。

^

■

'.
.

:

(

註
十)

こ >

 

で
素
朴
な
と
記
し
た
意
味
は
.、
,
治
山=

植
樹
と
す
る
考 

零

.：：.
1.
へ
方
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
於
て
、
現
今
の
，所

謂

「

綠 

^

:

ゾ 

の
週
01
3」

も
本
質
的
に
は
何
等
擇
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。■

(

駐

十一 .
)

反
射
：I

t
は
、
治
水
に
含
ま
れ
た
諸
耍
因
を
、
單
純
に
、
 

I

P
-'
':
前
記
の
治
山
と
結
合
せ
し
め
た
と
：い
ふ
意
味
で
あ
る
。 

r

 

... 

(

註
十
二)

.
例
へ
ば
、
.治
水
協
會
め
設
立(

明
治
二
三
年—

一

八
九
〇
.：

I

.';

.

-
 

年)

'
に
努
力
せ
し
金
原
明
善
は
、
そ
の
解
散
に
際
し
次
の
.如
く
記
し 

一

.

て

ゐ

る

。

卽

ち

，

「

誌

上

パ

治

水

雜

罾
_
_

,註

者

註)

揭

グ

ル

所

古

今
 

|

ベ 

中
外
治
水
二
.關
ス
ル
論
說
紀
行
ハ
皆
實
際
切
耍
ノ
文
字 

一
一
テ
邦
人 

W

::
:
'
;
:
.
. 

: ノ
熟
讃

.ス
べ
キ
者

-一
非
ザ
ル
ナ
シ
、
然
ル
ニ
夸
言
空
論
ヲ
尙
プ
時
勢 

■ 

•

ハ
反
テ
實
用
ノ
文
字
.ヲ
顧
ミ
ザ
ル
偭
キ
ア
リ

J
、

更
に
、
培
玉
縣
葛
飾

?:馨
' 

林業史硏究

(

ニ)

.

治

水

會(

明
治
ニ
四
年
設
立)

等
に
無
關
心
で
あ
っ
た
事
實
を
示
せ 

ば
十
分
で
あ
ら
ぅ
。

(

明
治
四
！
年

*
小
野
正
弘
編
•
金

原

明

善

略

.
 

傳

(

未
定
稿)

に
，ょ
る

0) 

- 
(

註
十
三)

治
水
政
策
の
無
定
見
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
諸
法
令 

を
揭
げ
ょ
ぅ
。

明
治
三
九
年一

1

月

*
林
發
第
三
•三
ニ
.號
內
訓 

桑
園
開
墾
の
た
め
國
有
林
賣
拂
豫
約
の
途
を
開
く 

■明
治
四
〇
年

一

0
月

，
林

發

第

三

ニ

ニ

號

內

訓 

漆
畑
開
墾
の
た
め
國
有
林
豫
約
賣
拂
を
.認
む 

■明
治
四
〇
年

I

〇
月
.林
發
第
三
三
五
號
通
牒

一
團
地
面
稹
三
0
町
以
上
の
不
要
存
置
箇
所
に
し
て
樟
樹
造
林
の 

.

，
適

地

は

縣.の
，事
，情

に

ょ

リ

耍

存

置

に

組

替

の

上

貸

付

す

へ

き

旨

を

.

指1ST. 

/
ハ
：
ふ

明
治
四
〇
年 

一
ニ
年
‘
林
發
第
四一

〇

號

通

牒

'

.

今
夏
洪
水
地
方

_於
ヶ
ル
被
害
ノ
狀
況
ヲ
蹈
盗
セ
、ゾ
メ
タ
ル
結
果
ニ 

.
ョ
レ
バ
國
土
保
安
上
ノ
必
耍

一
一菡
ク
淼
林
ノ
開
墾

ノ
禁
止
及
開
墾

ノ 

許
否
二
關
シ
其
ノ
取
扱
方
法
ヲ
講
シ
置
ク
ハ
最
モ
肝
耍
ト
存
胰
ニ
付 

自
今
森
林
開
墾

>
就
テ

'
ノ
大
體
左
記
ノ
各
號

一一準
シ
取
扱
相
成
度 

(

略)

(

赂〕

- 

.fa
'
 

.

.

.

1
、
.

治
水
及
水
源
涵
養
等
ニ
對
シ
重
大
ナ
ル
關
連
ア
ル
流
域
ニ
シ
テ 

斜
傾
，度
凡
ニ
十
度
以
上
ノ
土
地
ハ
.開
藤
ヲ
制
限
シ
傾
斜
度
凡
ソ

七
九
.

.(

六
六
五)
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、學
會
雜
餘
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,
.
.
^
四
十
七
.卷
.
第
A

'

號
.、
'

コ
ー
十
芄
度
以
上
.ノ

 

土
地
ハ
閗
貉
ヲ
禁

lb
ス
ル
見
込
ヲ
以
テ
調
龜

.
:

ス
ル
.
.

n.

卜

..
'

'

.

:.

.

 

,
:•
■'

ニ
、
前
項
ノ
場
合
モ
於
テ
恶
患
脆
弱
、
土
壊
輕
鬆
又
パ
崩
壤
地
ノ
例 

園

等

一

一
シ
.
.テ

:|
2
>¥
M '
壤
ノ
廣

ア
ル

土
地
ハ
fl
項
ノ
.
標

準
二
拘
ラ

： 

ス
.開
懇
ク
禁

Jh
又
ハ

.制
限
ス
ル
見

-込
ヲ
以
テ
調
ii
：
ス
.ル
コ
ト 

;■
三
、
雄
等
物
、
.遒
路
、
水

路

、

m

s
 
ニ
危

害

ヲ
及
ホ

ス
處
ア
ル
土 

一
地
ノ
開
懇
八
前

各
，項

一一據
リ
調
嵛
ス
ル
コ
ト

•
四
"(

略)

 

•

.
:五
，

(

略)

.

へ
註
十
四)

明
治
！M

一
一
年
一
1
月
設
瓰
。
'

(

独
十
五
.

)

.
明
治
四
三
年
一
！一
月
ニ
四
ガ
刺
令
第
二
八
號
‘を
以
て
設
殷
。

生
庳
調
赉
會
宫
制

■:

第
ー
條
生
庳
調
逄
會
ハ
農
商
務
大
氐
ノ
管
理
ニ
旙
シ
、
坐
康

.
1ー關ス 

'
ル
筑
要
ノ

.
頌
.ヲ
調

#

难
議
ス

.

第11.

條生產調查會ハ生產

1

ー
關
ス
ル
前
驳
ノ
.寧
頌
ラ
付
、
關
係
各

八
0 

(

六
六
六)

.
大
臣
ノ
諮

^

靡̂
シ
テ
意
見
ヲ
開
申
ス
‘
、

第

三

條

.

.生
產
調
查
會
ハ
集
一
一
關
ス
ル
眾
耍
ノ
琪
項
エ
付
、
關
係

-f
r 

.
大
臣
二
雄
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
條
生
產
調
鸯
會
ハ
會
長
一
人
副
會
長
一
人
及
委

M
七
十
人
以
内 

.

ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

.

.
特
別
ノ
事
項
ヲ
調
査
審
議
、ス
ル
爲
必
驳
ア
ル
ト
キ
ハ
前
瑣
ノ
蛋
ノ 

他
臨
時
委
貴
ヲ
氍
ク

n

ト
ヲ
得 

第
五
條
會
長
ハ
農
商
務
大
臣
ヲ

M
テ
之
ニ
充
ッ
、
副
會
長
.ハ
農
商
務 

大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
高

等
官
、
貴
族
院
議

■貫
、
，衆
議
院
議

M
及
學
識 

.
經
驗
ァ
ル
モ
ノ

 
ノ
^
-ョ
.リ
內
聞

-

1

於
テ
之
ヲ
命
ズ 

第
六
，
七

，
八
條
及
附
則
は
略
す
。

(

註
十
六)

我
が
國
に
於
て
も
、
こ
の
傾
向
は
、
次
の
諸
表
か
ら
•窺
ふ 

:

こ
と
が
出
來
る

0
.

.
S

撺
太
に
於
け
る
森
林
伐
.採

粜

华

比

較

.

%

S3

茸

m

茸

茶

m
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溜
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9
啪

(1906
郝
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要
亦4

0

啪
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书
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9
000
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ox71i

#:

15,3901..

■
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S
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5
0
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2
6
1
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遠

茶

K
x
i
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47,313
；

.

.
1

 

1
00
8
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8
1

嵚
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101
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00
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OI

t
O
T
R

700

23,430 

书
bf
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8,320

0

1'540

31,106 

1
00
6
6
1

林

業

史
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S
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U
L
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656 

497

7
6
,
7
00
00
a
s

-

书

H
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l
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i
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m
9
00
0

103,134 
200
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1
00
2
7

綉梁

編

b

2,699|

八
一
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(

六
六
七)

芻
^4

2
郝

(1909
也
) 

涩
速

4
3
#い(1910
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1

^

^
 

(1911
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s
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5-f
t

Q
9
1
2
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※ ※ ※ 淡

1
5
600
0
7

20,747

4
8
4
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s
,
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714,711
73,943
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備

考

一

材
横
欄
內

※
印
ハ
小
丸
太
材
ニ
シ
テ
本
數
處
分
ノ
.モ
ノ 

ナ
リ

ニ
計
價
格
攔
內

※.印
.ハ
無
料
採
伐
卽
免
許
漁
業
用
材
ト
廳 

用
又
ハ
公
益
摩
業
ノ
爲
メ
無
償
伐
採

i

タ

ル

用

材

一

一

シ 

テ
當
該
咕
度
ノ
寶
拂
平
均
價
格

-

1

ョ
リ
假
リ
ニ
價
格

-I

換
算
セシモノナリ

本
表
は
、
樺
太
廳
編
繁

•
樺
太
廳
治
一
斑

♦
.第
六
囘
，大
正
三
年
刊
丨 

1

三
七
頁
に
據
る
。

㈣
朝
鮮
よ
リ
內
地
に
移
出
せ
る
木
材
及
板

*(

枕
木
を
含
む

)

の
数
量

港
淡
4
1
弗
(
1
9
0
8
#
0

燁

J: j

窺

鋒

及
價
格

簿

邈

—CO

M m
b-^0  to
a>

尸
05
bi
l-i
1
g 画

s
b>
益画

明
治41

年
j
明

治42
年

明
治

43
年

明
治

44
年

1
明

治
45

年
1 

:

本
表
は
、
朝
鮮
總
督
府
統
計
年
報
V

明
治
四
五
牢
度•

輸
移
出
重
驳 

品
價
額
國
別(

第

三一

七
表)

•
三
四
八
頁
に
據
る
。

㈧
甕
溝
ょ

y
內
地
に
移
出

.せ
る
木
材
數
量
及
價
額

。
.

2
(£>
希

鐘

谛CO
r \̂
の

v_̂

獰

W
m
遴

落

翁

茶

燁

w

翦

§
 45 

 ̂(1912
弗
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卽

嵌

簿
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i
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oxCO to toIIIm

(

六
六
八)

三
E
p

會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
六
號

八

達 遨 >\
翕

、

滿

leo 
6
000

i

I §  g Oi

a t
禮

9,464
l
,
i

(

識
.
薄 

*
弈

育

劫

.
 

^
-
/
彦

?

m

s

f

滿 

1
M
、
薛

本
表
は
、
盡
灣
總
督
府
第
一
一
一〜

1

六
統
計
誉
•
移
出
品
數
量
及
價 

額
ょ
o
作
成
。

:
.
,
. 

;
.

(

.独
十
七)

朝
鮮
に
對
す
.る
進
出
の
先
鞭
と
な
っ
た
鴇
綠
江
採
木
公
司 

は
、
明
治
四「

年
五
月1

四
日
の
芷
式
調
印
を
以
て
發
足
し
た
も
の 

で
あ
る
。

(

鴨
綠
江
採
木
公
司
編
•
：鳾
綠
江
林
業
史
♦、大
正
八
年
六 

月

刊

.
一
四
九〜

六

〇
頁)

乍
然
、

こ
れ
ょ

リ
さ
き
、
陸
軍
は
旣
に 

木
材
脔
の
設
掇
を
完
了
し
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

(

前

揭

•

.
大
日
本
山
林
會
報
•
第
：

一

一j
〇
八
號—

明
治
四
一
年
七
月
.一
五
.日
刊
、「 

木
材
廒
製
擊
3
る」

•「

木
材
廠
長
の
更
迭」

參
照
。)

(

驻
十
八)

例
へ
ば
、
北
海
道
に
對
す
る
、
三
井
物
產(

明
治
因
四
年)
、
 

住
衣
林
業(

明
治
四
一
年)

、
3E
子
製
㈣
へ
明
治
四
三
年)

、
小

榑

木

材

.
、 

(

明
治
四1

牢

•
大
倉
喜
八
邱
の
支
配
下
に
入
る)

.
等
。

.
•
/ 

樺

太

丨

ー

一

一

井

物

庳

(

明
治
四
五
年)

、
王
子
製
紙
ハ
大
IE
三
年)

ま
。 

朝
鮮
I

三
井
合
名(

明
治
四
四
年)

等
。

盡
灣
丨
藤
田
組(

明
治
三一

年)

、
三
井
合
，名(

明
治
三
八
年)

等
。
'

尙
、
こ
れ
と
前
後
し
て
、

當
時
旣
に
南
方
に
對
す
.る
開
發
の
企
圖
せ
.

■£>
■
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
記
し
て
を

.く
。
卽
ち
明
治
四
四
年
 
ー
0
月

.
1.ニ

日
、
森
村
市
左
衞
門
等
に
よ
り
設
立
さ
れ
た「

南
瓯
公
司」

が
そ
れ 

.
で
あ
る
。(

芥
川
蹯
•
株
式
會
社
南
蓝
公
司
沿
革
‘
昭

和一

三
年
刊) 

(

驻
十
九)

こ
れ
ど
同
.時
に
、
各
地
に
設
立
さ
れ
た
地
方
山
林
會
の
役 

割
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

(-

註
二
十)

，明
治
四
四
年
四
月
四
日•

農
商
務
省
令
第
一
六
號
。

(

註
ニ
十一

)

明
治
四
四
年
四
月
八
日
•
農
商
務
省
令
笫
一
五
號
。

(

註
二
十
ニ)

'
明
治
四
四
年
七
月
森
林
組
合
に
.對
す
る
低
利
金
融

の

供 

與
を
、
農
商
務

•大
蔵

，

遞
信
の
三
次
官
よ
リ
、
各
府
縣
知
事

•
日 

本
勸
業
：銀
行
總
裁
，
.各
府
縣
農
工
銀
行
監
理
官
に
通
知
す
。

.

(

註
ニ
十
三)

.
明
治
四
四
年
七
月
•
林
第
三
.九
.五
六
號
、
山
林
局
長
よ 

り
各
府
縣
知
寒
に
對
し
、
森
林
組
合
に
對
す
る
低
利
資
金
の
融
通
に 

つ
き
指
示
i

請
を
行
ふ
。

(

未
完)
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最
近
の
'ソ
連
鐵
道
の
瑰
狀
と
政
策

加
藤

寬

概

說

ソ
連
の
運
輸
交
通
の
發
達
は
、H

業
化
の
發
展
と
密
接
に
關
係
し
て
い
.
 

る
。
、ど
こ
の
國
で
も
そ
ぅ
な
の
.で
は
あ
る
が
、
.
特
に
•ソ
連
の
場
合
に
は
、
 

廣
大
な
大
陸
に
擴
が
つ
て
い
る
各
種
企
業
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
重
要
な
.
 

の
で
あ
る
。：

例
え
ば
ク
ズ
バ
ス
の
石
炭
と
マ
ダ
一
一
ト
ゴ
ル
ス
グ
の
鐵
鑛
と 

が
チ
ヱ
ル
ヤ
ビ
ン
ス
ク
.の

ト

ラ

ク

タ

ー

H

場

に

蓮

ば

れ

、

こ
：
こ

で

作

ら

れ

：
 

た
卜
ラ
ク
タ

I
は
ウ
ク
ラ
ィ
ナ
、
中
央
ア
ジ
ア
、
.極
東
に
運
ば
れ
て
農
業 

に
.使
用
さ
れ
る
。
同
時
に
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
、パ
ク
ー
や
そ
の
他
の
地
域 

か
ら
ト
.ラ
ツ
タ
ー
の
た
め
の
.石
汕
を
も
つ
て
.こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。_

 

.こ 

ぅ

し

て

で

き

上

が.つ
た
農
產
物
は
、
何
百
何
千
マ
ィ
ル
も
離
れ
た
町
に
送. 

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
.こ
'の
よ
う
に
廣
範
な
地
域
.で
計
畫
經
濟
を
や
つ

て
行
く
た
め
に
は
當
然
、
友
犬
な
輸
送
力
を
も
つ
轍
送
組
織
が
必
要
と
さ 

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
■

:

.輸
送
手
段
に
は
鐵
道
•
河
川」

海

上

•
自
動
难
•
航
空
の
諸
手
段
が
考 

え
ら
.れ

る

が

、
.航

空

輸

送

は

輸

遂

能

力

が

此

較

的

低

い

た

め

ま

だ

鐵

道

の 

.
發

達

し

な

い

僻

地

へ

の

輸

送

や

至

急

便

や

翳

療

品

輸

绘

に

使

わ

れ

て

い

る 

.他
は
餘
り
重
耍
な
輸
遂
手
段
と
な
つ
そ
お
ら
な
い
。
ま
た
自
動
取
輸
送
は 

近
時
道
路
改
善
と
と
も
に
.發
達
し
て
は
き
た
が
、
ま
だ
他
の
輸
遂
手
段
に 

較

べ

る

と

立

ち

お

く

れ

て

お

り

近

距

離

轍

遂

に

重

點

が

お

.か

れ

て

い

る

に 

:

す
ぎ
な
い
。
海
上
輸
逯
ば
谓
が
一
年
の
ぅ
ち
三〜

九
力
月
凍
り
、
人
口
數 

の
少
な
い
所
に
あ
-?
)
た
め
、
少
數
の
港
し
か
活
躍
し
‘て
い
な
い
。
尤
も
北 

洋
航
路
の
開
拓
な
ど
見
る
べ
き
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
ょ
り
も
河 

，川

.*
運
河
の
輸
送
が
氷
上
輸
送
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
自
然
的
に
ソ 

連
の
水
路
が
航
行
.に
，惠
ま
れ
て
，.い
る
こ
と
は
^
^
、
運
河
の
開
拓
も
^

め 

て

發

達

し

て

い

る

。

し

か

し

鐵

道

に

較

べ

て

河

川

輸

送

は

、
，
運

賃

が

安

い 

が
連
度
が
お
そ
い
し
、
ま
た
河
の
あ
る
地
域
に
限
ら
れ
る
。
從
つ
て
；小
急 

な
容
積
の
大
き
い
貨
物
を
運
ぶ
に
は
有
用
で
あ
る
が
、
急
速
に
發
展
し
て
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